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著作物利用許諾百

独立行政法人農業 ・生物系特定産業技術研究機柿

理事長 殿

著作者氏名

平成年月日

印

独立行政法人農業 ・生物系特定産業技術研究機梢刊行物取扱規程第3条の規定に基づき、畜産草地研究所

研究報告第6号の私が有する著作権については、研究機構に対して下記の利用許諾を行うこととします。

言日

1 刊行すること

2 翻訳すること

3 CDを作成し、及び配布すること

4 インターネットで公開すること

5 その他著作権法上認められる一切の著作物としての利用

6 第三者－に対してこれら一切の利用の許諾を行うこと



畜産草地研究所研究報告及び畜産草地研究所研究資料投稿規定

（目的）

13畜草B第43号
平成13年4月i日

第 l条 畜産車地研究所研究報告及び畜産草地研究所研究資料への投稿については、この規定の定めるところによる。

（投稿者の資格）

第2条 投稿者は原則として、審産草地研究所職員（以下、『職員Jという。）及び流動研究員、依頼研究員、科学技術特別研究

員、 STAフエローシップ研究員等（以下、「他の職員j という。）とする。

1 ！［議員が投稿する内容は、主として畜産草地研究所で行った研究とする。

2 他の職員が投稿する内容は、畜産草地研究所で行った研究とする。

（投稿原稿の内容）

第 3条投手持；原稿の内容は次のとおりとする。

1 ＊産草地研究所研究報告（Bulletinof National Institute of Livestock and Grassland Science / 

略誌：名： Bull.Nall. Inst. Livest. Grassl. Sci. ) 

( l) I.京箸論文・警護草地研究所（以下、『当研究所」という。）において行った試験研究及び当研究所以外の者に委託して

行った試験研究の成果に関わる論文とする．

( 2）短 報 (1）以外の研究の予報、速報などの短報とする。

( 3）技術論文：新しい技術や技術の組立、実証などを主体とする報告．

(4）総 説：：資産草地研究に関わるものとする。総説は投稿のほか、編集委員会が依頼したものを含む。

( 5）学位取得論文：当研究所において主として行った献験研究による学位取符論文とする。

2 省産草地研究所研究資料（Memoirsof National Institute of Livestock and Grassland Science/ 

Ill白誌名： Mem.Natl. Inst. Livest. Grassl. Sci.) 

(1）調査資料 ・技術資料 ・研究資料：当研究所において行った試験研究及び当研究所が当研究所以外のものに委託して行

った試験研究のうち、学術的 ・産業的に有用な未発表の資料とする。

（著作権の帰属及び利mの許－諾の取扱い）

第4条 掲載された論文の著作権は、著述した者に！帰属し、日lj紙綴式により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に

対して無償にて利用の許諾が行われるものとする。

（原稿の執悠）

第 5条 i京高官jの執筆にあたっては、別に定める畜産草地研究所研究報管及び省産品：地研究所研究資料執筆要領に基づくものとす

る。使用する言語は日本語または英語とする．

（原稿の提出）

第6条 次の手続きにより原稿及び原稿提出票を事務局に徒出する．

1 職員は原稿提出現に必要事項を記•I~し、所属研究室の室長（科長、チーム長を含む）及び所属する研究部長の校聞を受ける。
2 他のl隊員は原稿提出禁に必姿事項を記殺し、所属研究室の室長（科長、チーム長を含む）及び研究室が所属する研究部長

の校闘を受ける。

（受付）

第 7条原稿及び原稿提出奴を事務局が受け取った日を受付日とする．

受皿口は編集委員会の審査の結果、掲載が妥当と認められた日とする．

（密資）

第8条 編集委以会は次の手続きにより論文を審査する．

ただし、学位取符論文については審査をず？附することができる．

l 編集委員会は論文の内特により探査員正反11をそれぞれ l名決定し、論文滞在を依頼する。

審査員は所内及び所外の研究者ー等とし、その氏名は公表しない。

2 審査員は論文審査諜により審交を行う。また必躍に応じて指矯事演を3きwし提出する。

3 事務局は審査員と著者の聞のやり取りの対応にあたる。

4 編集委員会は審査員の審査結果を参考にして掲E般の可否を判断する．

審査の内容によっては著者に原稿の訂正を求めることができる。

5 著者は審査結果を受領後、編集委員会が指定する期日までに修正原稿を事務局に提出する。

（校正）

第9条 著者による校正は原則として初校のみとする。

校正は誤植の訂正程度にとどめる．やむを得ず大きな変更等を行う場合には編集委員会の承認を得なければならない。

（別刷り）

第10条 別 路11りは次のとおりとする。

I 100部とし、情頭著者が代表で受け取る。

2 別刷りの追）JIIを希望する場合は研究室負担で印刷する。

附則

この規定は、平成14年4日1円から範行する。

附貝11

この規定は、平成15年10月1日から施行する。


